
 

福岡県の主要な労働施策と課題について 

 

［労働政策課］ 

〇論点となるテーマ 

「共働き・共育て」の実現に向けた男性の育児休業取得の推進について 

    

   ○現状 

国では、「こども未来戦略方針」において男性の家事・育児関連時間を増

やし、共働き・共育ての定着を実現させていくための第一歩が男性の育児

休業の取得促進であるとし、その取得率の数値目標（Ｒ７年度：50％、Ｒ

12年度：85％）を設定している。 

本県では、今年度実施した「育児中の柔軟な働き方制度等に関する実態

調査」において、男性の育児休業取得率が 54.6％であった。（別添Ｐ１） 

この調査では、常時雇用労働者が 100 人以上の企業では、75.3％の企業

で男性従業員の育児休業の取得実績があった。一方、100人未満の企業では

44.2％に留まった。（別添Ｐ１） 

また、男性が育児休業制度を利用しなかった理由は「職場に迷惑がかか

るから」（43.3％）が最も多く、職場環境に関する理由の割合が高い。（別

添Ｐ２） 

   

○課題 

男性の育児休業の取得を当たり前とするためには、第一に、取得実績の

ない企業における男性の育児休業取得を促していく必要がある。 

さらに、男性が育児休業を取得している企業にあっても、希望する誰も

が気兼ねなく育児休業を取得できる職場づくりを進める必要がある。 

 

〇議論いただきたいこと 

調査では、常時雇用労働者 100人未満の企業では、100人以上の企業と比

べ、男性の育児休業の取得が進んでいない実態が伺える。このような中小

企業における取得を進めるための有効な手立ては何であると考えられるか。  

また、希望する誰もが気兼ねなく育児休業の取得を申し出ることができ

る職場環境づくりに向けて、行政からどのような支援が行われることが適

当であると考えられるか。 

 

 

 

 

 

資料２－１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


